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公害紛争処理制度の
活性化について

大阪府公害審査会会長 福原 哲晃

公害紛争処理制度の
現状認識と有用性
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１－１．受付事件

∗ 大阪府公害審査会 発足（昭和４５年）

∗ ２００件受付（発足以来）

∗ 過去１０年間の受付

∗ ４０件（年平均受付４件）
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∗ 騒音振動 ･･･ ２９件

∗ 大気汚染 ･･･ ７件

∗ 土壌汚染 ･･･ ５件

∗ 悪臭 ･･･ ７件

（同一事件での重複申立を含む。）

１－２．申立て被害の種類
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１－３．事件の傾向（騒音・振動事件）

∗ 騒音・振動事件が７割を占める

内１１件･･･近接する工場・事業所・店舗等からの騒音案件

４件･･･家庭用燃料電池コージェネレーションシステム等

の室外機による低周波騒音事案

５件･･･建築工事・土木工事騒音

４件･･･駐車場騒音

５件･･･その他
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１－３．事件の傾向（大気汚染）

∗ 大気汚染 ７件

内１件･･･自動車排ガス

２件･･･煤煙

４件･･･粉塵
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∗ 申請人

∗ 住民からの申立て･･･３５件

被申請人

企業（２３件）

国 （１件）

大阪府（２件）

大阪市（１件）

住民（８件）

１－３．事件の傾向（申請人）

∗ 申請人

∗ 企業等法人からの申立て･･･７件

被申請人

公法人（１件）

企業（３件）

大阪市（１件）

住民（２件）
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∗ ４０件の内３６件が終了

∗ 係属事件４件（平成２９年受付の新規事件２件を含む）

※但し、上記４０件とは別に、

平成６年申立て（淀川左岸線道路公害事件）が

現在も係属中

２－１．調停経過
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２－２．終了事件
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∗ 成立･･･１２件（約３５％）

∗ 打切り･･･１７件（約４６％）

∗ 取下げ･･･７件（約１９％）

）

２－３．成立事件
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∗ 事件の種類

・店舗・工場等騒音（３件）

・低周波（２件）

・鉄道、保育園、駐車場、園舎建築工事、

宅地造成工事等騒音、土壌汚染、悪臭（各１件）

∗ 成立時期

・２回（１件）・３回（２件）・５回（１件）・６回（４件

・７回（１件）・８回（２件）・９回（１件）



２－４．打切り事件
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∗ 事件の種類

∗ 土壌汚染（４件）、駐車場騒音（２件）

∗ 室外機騒音（２件）、建築工事騒音（２件）

∗ 道路騒音（２件）、事業場騒音（２件）

∗ 集合住宅騒音、道路公害、木材チップ粉じん（各１件）

∗ 時期

∗ １回（６件）、２回（３件）、３回 ６回（各２件）、

∗ ５回 ４回 ９回 １４回（各１件）

２－５．取下げ事件

∗ 事件の種類

・煤煙、工場騒音、低周波騒音、カラオケ騒音、

埋め立て工事、道路騒音、塗料粉じん（各１回）

取下げ時期

・第１回期日前（２件）、１回～４回期日後（各１件）、

１１期日後（１件）
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３－１．調停成立に向けて
努力している点
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∗ 事務局

∗ 調停受付段階において、申立書の作成や証拠資料等
について分かり易く指導

∗ 特に、受理後、その多くが拒否反応を示す被申請人に
対して、公害調停の目的や手続きについて懇切に説明
し、期日への出席確保について努めている。

３－２．調停成立に向けて
努力している点
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∗ 調停委員会

∗ （１）審理計画の策定と迅速な期日の設定

∗ （２）申請人に対して

∗ （３）被申請人に対して

∗ （４）調停委員会として



４－１．調停運営において
苦慮（工夫）している点
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∗ 不調により終了した調停事件につき、一方当事者から
閲覧請求提出された。

∗ 公表（公開）を前提とした閲覧請求は今後の調停にお
いて当事者の協力を得られない等、調停手続きの円滑
な進行に支障が生じるおそれ、府民の信頼を損なうお
それがあるため不許可とした。

４－２．調停運営において
苦慮（工夫）している点
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∗ 大阪府公害審査会委員１５名

∗ （弁護士５名 学識経験者１０名）

∗ ３名の調停委員の日程調整は事案に応じ現地調査を
含めた審理計画を立て、複数期日の日程を予め調整
するなどの運営を行っている。



５－１．司法解決と比べた
公害紛争処理制度のメリット
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メリット（調停について）

（１）民事調停制度と同様に当事者が調停委員を介することで、
双方の立場、考えを理解し、解決点を見出せる。

（２）調停委員会が、環境分野に精通した弁護士、学者で構成
されている。

（３）行政対応に関する必要な情報が得られる。

（４）手続上柔軟な対応が可能。

（５）公害紛争処理に精通した事務局の対応により

アクセスが易しい。

５－２．司法解決と比べた
公害紛争処理制度のデメリット
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∗ デメリット（調停について）

∗ 調停で成立した合意書が「債務名義」として認められて
いない。



公害紛争処理制度の利用促進
に向けた具体的方策
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終結した事件の概要を
ホームページに掲載（大気汚染）

クリック

クリック
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終結した事件の概要を
ホームページに掲載（大気汚染）
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終結した事件の概要を
ホームページに掲載（土壌汚染）

クリック
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終結した事件の概要を
ホームページに掲載（土壌汚染）
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終結した事件の概要を
ホームページに掲載（騒音）

クリック
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終結した事件の概要を
ホームページに掲載（騒音）
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終結した事件の概要を
ホームページに掲載（振動）

クリック
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終結した事件の概要を
ホームページに掲載（振動）
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終結した事件の概要を
ホームページに掲載（悪臭）

クリック
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終結した事件の概要を
ホームページに掲載（悪臭）

※詳しくは、大阪府のホームページをご覧下さい。
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